
5 広報せき  2012.3.15

　
市
で
は
、
固
定
資
産
税
に
対
す
る
納

税
者
な
ど
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、

土
地
・
家
屋
縦
覧
帳
簿
（
以
下
「
縦
覧
帳

簿
」）
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
で
、

納
税
者
が
他
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
と
比

較
し
て
、
自
己
所
有
の
土
地
・
家
屋
の
評

価
が
適
正
か
ど
う
か
を
判
断
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
無
料
）

　
ま
た
、
課
税
台
帳
の
閲
覧
は
、
本
人
資

産
に
係
る
部
分
は
常
に
閲
覧
で
き
ま
す
。

（
有
料
）

◆
縦
覧
期
間

　
4
月
2
日（
月
）～
5
月
　
日（
木
）

31

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

◆
縦
覧
場
所

　
税
務
課
、
各
地
域
事
務
所
（
各
事
務
所

が
保
管
す
る
各
地
域
の
分
の
み
）

◆
縦
覧
帳
簿

▽
土
地
の
縦
覧
帳
簿
＝
所
在
、
地
番
、
地

目
、
地
積
、
評
価
額

▽
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
＝
家
屋
の
所
在
、

家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、

評
価
額

※
い
ず
れ
の
縦
覧
帳
簿
に
も
、
所
有
者

氏
名
や
課
税
標
準
額
は
記
載
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

※
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
縦
覧
で
き
る
人

　
　
固
定
資
産
税
の
納
税
者
。
た
だ
し
、

免
税
点
未
満
の
方
は
、
納
税
者
か
ら

除
外
さ
れ
る
た
め
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
土
地
の
み
を
所
有
す
る
納
税

者
は
家
屋
の
縦
覧
が
で
き
ず
、
逆
に

家
屋
の
み
を
所
有
す
る
納
税
者
は
土

地
の
縦
覧
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
借
地
・
借
家
人
は
縦
覧
で
き
ま
せ
ん

が
、
賃
貸
借
契
約
な
ど
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
資
産
の
課
税
台
帳
の
閲

覧
が
で
き
ま
す
の
で
、「
権
利
関
係
を

示
す
書
面
」
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

　
　
こ
の
ほ
か
、
固
定
資
産
税
の
路
線

価
に
つ
い
て
は
全
市
町
村
で
公
開
し

て
い
ま
す
の
で
、
窓
口
で
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
納
税
管
理
人
や
納
税
者
と

同
居
の
親
族
の
方
は
、
納
税
通
知
書

ま
た
は
課
税
明
細
書
を
持
参
す
れ
ば
、

納
税
者
の
代
理
人
と
し
て
縦
覧
で
き

ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

　
　
本
人
確
認
を
し
ま
す
の
で
、
印
鑑

と
運
転
免
許
証
な
ど
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
納
税
通
知
書
お
よ
び
同
時

に
送
付
す
る
課
税
明
細
書
を
持
参
す

れ
ば
確
認
が
早
く
で
き
ま
す
。

◆
照
会
先
　

　
税
務
課
土
地
係
（
緯
姥
7
7
3
1
）

　
　
　
　
家
屋
係
（
緯
姥
8
7
8
3
）

　
　
　
　
　
　
  　（
姉
蔚
2
3
0
8
）

「
秦
市
民
主
権
、
市
民
自
治
紳
自

分
た
ち
の
こ
と
は
、
自
分
た
ち
で

決
め
る
社
会
に
」
を
目
指
し
て
！

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
市

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
長長

とと
の
対
話
を
通
し
て
、
市
政
に
対

の
対
話
を
通
し
て
、
市
政
に
対
すす

る
市
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
を
深
め

る
市
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
を
深
め
てて

い
た
だ
き
、
ご
意
見
や
提
言
を
聴

い
た
だ
き
、
ご
意
見
や
提
言
を
聴
かか

せ
て
い
た
だ
く
「
車
座
集
会
」
を
開

せ
て
い
た
だ
く
「
車
座
集
会
」
を
開
催催

し
ま
す

し
ま
す
。。

「
車
座
集
会
」
は
、
各
種
団
体
や

　「
車
座
集
会
」
は
、
各
種
団
体
や
ググ

ル
ー
プ
な
ど
を
単
位
に
、
お
お
む

ル
ー
プ
な
ど
を
単
位
に
、
お
お
む
ねね

5
人
か
ら

人
程
度
で
開
催
す
る

5
人
か
ら
　
人
程
度
で
開
催
す
る
もも

1515

の
で
、
テ
ー
マ
は
、
単
な
る
要
望
や

の
で
、
テ
ー
マ
は
、
単
な
る
要
望
や
苦苦

情
な
ど
の
行
政
相
談
、
特
定
の
個

情
な
ど
の
行
政
相
談
、
特
定
の
個
人人

ま
た
は
団
体
の
権
利
に
関
す
る
事

ま
た
は
団
体
の
権
利
に
関
す
る
事
項項

な
ど
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
市

な
ど
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
市
全全

体
ま
た
は
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の

体
ま
た
は
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
推推

進
に
関
す
る
事
項
の
中
で
、
あ
ら

進
に
関
す
る
事
項
の
中
で
、
あ
ら
かか

じ
め
決
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
取

じ
め
決
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
取
りり

上
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、

上
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
市市

民
の
皆
さ
ん
と
市
長
が
ひ
ざ
を
付

民
の
皆
さ
ん
と
市
長
が
ひ
ざ
を
付
きき

合
わ
せ
て
語
り
合
う
会
で
す

合
わ
せ
て
語
り
合
う
会
で
す
。。

開
催
日
時
、
場
所
や
テ
ー
マ
は
、

　
開
催
日
時
、
場
所
や
テ
ー
マ
は
、
事事

前
に
代
表
者
と
ご
相
談
い
た
し
ま
す

前
に
代
表
者
と
ご
相
談
い
た
し
ま
す
。。

お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
広

　
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
広
報報

課
ま
で

課
ま
で
。。

◆
照
会
先
　
広
報
課
（
緯
姥
6
8
0
6

　
姉
姥
7
7
4
4
）

 市
長
と「
車
座
集
会
」を

 開
催
し
ま
せ
ん
か

土土土土土土土土土
地地地地地地地地地
・・・・・・・・・
家家家家家家家家家
屋屋屋屋屋屋屋屋屋
ののののののののの
価価価価価価価価価
格格格格格格格格格
ななななななななな
どどどどどどどどど
ののののののののの
縦縦縦縦縦縦縦縦縦

土
地
・
家
屋
の
価
格
な
ど
の
縦
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
の

方
で
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
評
価
額
に
つ
い
て
不
服
が

あ
る
と
き
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
に
対
し
て
審
査
申
出
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
審
査
申
出
を
す
る
場
合
は
「
固
定

資
産
評
価
審
査
申
出
書
」
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

審
査
申
出
書
は
、
同
委
員
会
事
務
局

に
あ
り
ま
す
。

◆
審
査
申
出
期
間
　
4
月
2
日（
月
）

か
ら
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受

け
た
日
の
　
日
後
ま
で

60

◆
照
会
先
　
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
事
務
局
（
総
務
管
財
課
内

緯
姥
6
8
0
3
　
姉
姥
1
6
0

0
） 評

価
額
の
審
査
申
出


